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Ｅ－13 
事前調査について、石綿なしと判断する根拠として、「目視」のみで判断してよい

ですか。（令和５年１月13日追加） 

【答】 

設計図書等の書面による調査及び目視による調査を行い、石綿が含有しているかが明らかになら

なかった場合には分析による調査を行うこととされていますので、「目視」のみで石綿なしとする

ことはできません。 

 

・事前調査の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参考  
  
参考 

〇環境省石綿飛散防止リーフレット 
https://www.env.go.jp/content/000066248.pdf 


